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１　現在価値と経営
米国のサブプライム・ローン問題を契機とした、世

界的な金融混乱は、その収束の道筋も見えない状況に

ある。しかし、その混乱創出の基礎的計算構造をなす

ものの一つとして、会計思想としての「現在価値革命」

をあげることは過言ではないであろう。

一般に現在価値とは、将来受け取るべき金額を一定

の割引率を用いて現在の価値に還元したものをいい、

現在割引価値、割引原価、経済価値とも呼ばれるもの

である。１つの資産の現在価値は、その利用にともな

い将来もたらすであろう各期間の純収入額を正常な利

子率で割り引いて現在の価値に還元した金額の合計で

ある。＜これは設備投資の経済計算や金融資産の評価

に利用されるが、それ以外に固定資産の減損額の把握

に際して回収可能額としての使用価値の評価にも利用

される。また、リース負債や退職給付引当金といった

負債評価にもこの現在価値は適用される。このような

現在価値による評価の対象は拡大する傾向にある。＞（１）
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とされている。ここに指摘されているとおり、この現

在価値による評価対象の拡大こそが、まさに問題の焦

点である。

末村　篤は、この過程を現在価値革命であるとして

つぎのように述べている。＜現在価値革命は、資産価

値を過去の費用や利益の積み上げではなく、将来収益

の割引現在価値で認識し、すべての金融取引に適用す

る金融文化を指す。会計上の資本概念は、払込資本に

内部留保を加えたものから、時価評価後の資産から負

債を引いたものにコペルニクス的転換を遂げた。＞（２）。

時価を利用し尽くす、80年代以降の金融資本主義につい

て、末村はさらにつぎのように理解する。ストックオ

プションで賃金を払い、自社株買いで現金配当に代え、

株式交換のM＆Aを活用すれば、株式は通貨の代替手段

となる。株式の交換価値は時価つまり企業の予想収益

の割引現在価値であり、高いほど歓迎されることにな

る。このいわば株式本位制は、企業を金融商品として

扱う極端なM＆A文化に発展し、年金などの機関投資家
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が短期投資家として活躍することとなり、それら取引

に商機をもとめる投資銀行の利害とも一致したのであ

る。まさに市場の要請の名のもとで、この現在価値革

命は生まれたというのである。

つぎに、末村がとりあげる投資銀行のビジネスモデ

ル崩壊の他の一つの要因としての高レバレッジ（負債

によるテコの原理）経営の失敗について、若干の考察

をしてみる。

これは一般にファイナンシャル・レバレッジといわ

れるもので、＜他人資本コストが総資本コストよりも

低い場合には、他人資本の利用によって自己資本利益

率を総資本利益率以上に増加させる効果がある。これ

をレバレッジ効果（leverage effect）というが、レバレ

ッジ効果は、したがって企業にとっては常に好ましい

効果であるわけではない。そこで企業は、自己資本利

益率の上昇と財務危険（financial risk）その他を考慮し

て、適切な資本構成を維持する必要性が生じてくるの

である。＞（３）この原理がいわゆるファイナンシャル・

レバレッジの意味であるが、ここにも指摘されている

ように、この運用にはたえず財務危険（financial risk）

が伴っているのであって、その運用の誤りは結果的に

収益性の低落をつうじ、結果的に支払能力の欠如へと

導かれることになるのである。

但し、この支払能力の欠如へと導かれる過程は、単

なる財務危険だけではない。いわゆるビジネス・リス

クがこれに伴っている。一般に、＜ビジネス・リスク

（business risk）とは、一般的な内外の経済的・政治的

情勢についてのおおかたの予想にかかる不確実性、企

業が生産要素（原材料、機械設備、労働）を購入する

要素市場や生産物を販売する製品市場についての予想

にかかる不確実性、さらに、企業の売上収益が低下し

はじめたときに総営業費用を削減できるスピードおよ

び弾力性についての不確実性などを総称してビジネ

ス・リスクないし事業の不確実性（business uncertain-

ty)という。＞（４）とされるように、いわゆる営業活動に

伴うリスクである。

したがって上記、ファイナンシャル・リスクつまり

ここでいう高レバレッジ経営の失敗は、財務管理上の

ないし営業管理上の失敗に帰するものであって、これ

を単に現在価値革命によるものと一義的に結論づける

ことは出来ない。

続けて末村は、＜IT（情報技術）株バブルで、2000

年代は証券化商品の時代となる。住宅ローンなどを原

資産とする資産担保証券を分解・合成した金融商品の

価格（時価）は金融工学がはじき出した理論値にすぎ

ない。計算の前提が狂い、価格に疑問が生じれば、市

場は消滅し価格も消える。会計、格付け、保険などの

現在価値革命を支える近代装備は規律の緩みを促した。

米金融安定化法は「時価会計凍結」を盛り込んだ。批

判は簡単だが、そもそもの価格（評価）に問題があっ

たのだ。自己資本規制との相乗効果で実態経済への悪

影響を考えれば、やむを得まい。行き過ぎた市場主義

の根は深い。＞（５）とみているのであるが、果たして米

金融安定化法が、時価会計をどの程度において凍結し

たのであるか、また時価会計が真に今日の金融危機を

招いたのであるかについての考察も、時間を要する問

題ではあるが、いずれにせよ、これら諸状況をつうじ

て、会計の担う機能が、経営状況の表示であるのか、

あるいはその第一義は分配可能利益の算定であるのか

が明確にされなければならない。その意味で、財務会

計の原点にたちかえって、時価主義・原価主義会計の

基本構造から再考察してゆかなければならないのであ

る。

２　時価主義学説と原価主義学説
ここでは、時価主義学説と原価主義学説について、

それぞれその概略をみておく。「全体損益計算」では、

解散時の最終現金G'と設立時の投下現金Ｇを比較するこ

とによって、損益は容易に算定される。なぜなら全体

損益計算では、すべてが収支として解消ないし実現し

てしまっているので、ＧとＧ'の差がそのまま損益を表

わすことになるからである。ところが「期間損益計算」

では、収支計算が即、損益計算ということにはならな

い。なぜなら期間損益計算では、すべてのＧがＧ'に復
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帰しておらず、Ｇの大部分は、循環過程のなかでのW

の形で存在するのが普通であるからである。（Ｇがたと

え一度Wを経てＧ'に復帰したとしても、Ｇ'はふたたび

Wに投下される）。このような場合の期間損益計算にお

いて損益を算定しようとすれば、Wをなんらかの形で

貨幣に換算する擬制が必要となるが、これがいわば

「評価（valuation）」の問題となる。

そこで、評価についてみれば、そこには原価主義学

説と時価主義学説の２つがあるといえる。その際、原

価主義学説はＧを基準にこれを行うのに対し、時価主

義学説はＧ'をもって行うのである。いうなれば、原価

主義学説では、Wの取得のために要した支出つまり原

価を基準とするのであり、時価主義学説ではWのもた

らすであろう収入つまり時価を基準とするのである。

時価は一般的に「価値」と同義に理解され、「原価」と

は対立的に用いられるが、価値はまた「現在の価値」

を意味し、したがって時価は、過去の価値としての原

価からは区別される。

とすると、原価から区別されるべき「時価」の基本

的な特徴点はどこに求められるか。それは、原価が事

実に基づいた価値概念（実現概念）であるに対し、時

価はあくまで仮定に基づく価値概念（未実現概念）で

あることに求められる。時価が仮定に基づく価値概念

であるためには、なにが仮定されるかによって、２様

の時価がありうる。そこで２つの異なった時価概念が

生ずることになる。つまり、売却が仮定されるか、あ

るいは購買が仮定されるかによって、時価は一方では

「売却時価」となり、他方では「再調達時価」となるの

である。これは、米国における実現可能価額（realiz-

able value）と取替原価（replacement cost）、ドイツに

おける売却時価と再調達時価に符合する。

したがって、時価主義学説には少なくも２つの異な

った見解のものがあることを理解しうるのである。こ

の理由は、まさに時価が、仮定に基づく価値概念であ

ることに由来する。よって、＜…時価主義（学説）は、

売却または購買という仮定からいつまでも開放されえ

ない。したがって、たとえWについて市場価格（mar-

ket price; Marktpreis）が存在し、比較的容易に時価が

決定されるような場合でも、なお時価主義は主観的で

あることを免かれない。ましてや市場価格が存在しな

い場合には、時価の決定は全く恣意的となる。それ故、

会計学の要求する計算の確実性は、時価主義によって

は保証されえない。＞（６）。なお木村重義は、この点に

ついて各々が取り扱う価値について、原価主義の主観

価値・時価主義の客観価値としての位置付けをしてい

る。この点については後述する。

他方、時価の計上は場合によっては必然的に「未実

現利益」の表示をもたらす。これは、これまで伝統的

に行われてきた正規の簿記の原則ないし健全な会計慣

習からすれば、売却が生ずる以前に利益の計上を認め

ることは望ましいことではない。時価主義が会計学領

域で一般的に排斥される大きな根拠はここにあるとい

われている。しかし、いかなる場合でも時価主義が否

定されるわけではなく、原価主義も決して万全ではな

く、したがって時価に相応の客観性が認められ、適正

な損益計算のために時価が適切である場合には、時価

が採用されることは原価主義においても認められてい

ることは、事実的である。

なお時価は、一応「現在の価値」として表現しうる

が、それはまた「将来の価値」でもありうる。したが

って、時価は売却時価としては、決算日の売却時価、

実際売却日の売却時価、が考えられ、再調達時価とし

ては、決算日の再調達時価、売却日の再調達時価、実

際再調達日の再調達時価、の３つが考えられるのであ

る。

つぎは、原価主義学説についてである。全体損益計

算については原価主義も時価主義も同様であって、損

益の計算はきわめて単純に行うことができる。企業の

設立から始まり、解散にいたるまでには、すべての物

件が現金化しているため、最終的現金Ｇ'と設立時投下

現金Ｇとを比較し、差額を求めるだけで損益を計算し

うるからである。つまり全体損益計算では、収支計算

は即損益計算となる。
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しかるに、期間損益計算においてはそれほど簡単に

は算出することはできない。というのも、期間損益計

算では自然的・継続的な経営活動を人為的に切断し、

一定期間の利益を計算することになるため、単にＧと

Ｇ'との差額をもってそれを損益であるとするわけには

いかないのである。G－W－G'によってこの間のことを

説明すると、Ｇはいうまでもなく当初の投下現金であ

るが、それは一定の期間を経過することによって市場

関係を通じて、その形態を変える。つまり、経営活動

開始後のある決算年度末には、当初の投下現金として

のＧは、一部分はなおGのままで存在するが、他の部分

はWに転化しており、一部分は再びＧ'の形に戻ってい

る。ＧがＧのままで残っており、あるいはそれが再び

Ｇ'の形に変化しているだけであれば、損益計算はG'－G

によって、容易にその損益は計算できるのである。し

かしながら、GがなおGの形で存在し、またはそれがさ

らにG'の形にのみ存在するというような経営状況はまず

ありえない。むしろGの大部分はWの形で存在するのが

通常である。というのも、Gが一度Wを経てG'として回

収されたとしても、G'は再びWに投下されるところにゴ

ーイング・コンサーンの本質があるからにほかならな

い。したがって期間損益計算では、全体損益計算のご

とくG'－Gでは損益を計算できないのである。このよう

な場合、損益を決定しようとすれば、Wを貨幣に換算

する擬制が必要になる。これが会計学上のいわゆる評

価の問題となるのは、時価主義の場合と同様である。

そこで、＜…Wの擬制－評価－について考えてみる

と、それには大別して２つの可能性が考えられる。ま

ず第一の可能性はG'を基準とする見解である。すなわち

まだ企業内に存在するWが売却される（W→G'）と仮定

する見解である。この見解を採ると、物財の売却価

額＝価値が仮定され、Wについて収入（G'）が擬制され

ることとなる。いわゆる時価主義学説はこのような見

解を基調とするものであるが（時価主義学説には異説

もある）。この見解はある意味で不合理であるといわな

ければならない。何故なら、物財の売却価額はその決

定が不可能な場合もあり、かつまた可能であっても計

算の確実性を欠く上に、この方法によると、…売却が

仮定されるから、場合によっては未実現利益の計上が

不可避的となるからである。そこで、この見解とは反

対に、Wの擬制についてGを基準とする第二の見解が生

ずる。この見解は、まだG'に復帰していないWの評価基

準として、GすなわちWの取得のために要した支出＝原

価をとるものであって、広く原価主義学説といわれる

ものがこれに当たる。＞（７）とされているのである。

さらに谷端は、原価主義学説を要約しつつ、次のよ

うに結論づけている。＜原価主義学説は、損益は常に

実現した市場関係のみから生ずるということを前提と

する。したがって、Wの評価に際して、Wの取得のた

めに要した支出（G）がもとの形のままで現存するかの

ように処理する。すなわち、企業に残留するWについ

て、G－W－G'の循環過程がまだ始まっていない場合と

同様に処理し、GがWに投下されているかぎり損益を認

識しないのである（もちろんWに減価の事実があれば

それ相当に処理することをさまたげない）。そのため、

原価主義によると、計算の不可能性や不確実性および

未実現利益の計上という時価主義のもつ不合理はもち

ろん除去される。原価主義学説がいくつかの欠陥をも

ちながらも近代会計学において支配的見解となってい

るわけもここにある。＞（８）と。ここでは、原価主義学

説と時価主義学説について、とくに谷端　長の学説を

中心に要約を試みた。つぎは、より制度的側面から問

題を追及してみる。

３　時価主義と原価主義の制度的理解
前掲の谷端学説（通説と思われる）による、時価主

義の主観的性格について要約するとつぎのとおりであ

る。通常期間損益計算を行う場合には、期末貸借対照

表上のWの貨幣換算評価を要することになる。その場

合の評価基準は、原価主義によればGを基準とする、つ

まり取得原価を基準とすることになる。それに対して、

時価主義においてはG'を、つまりWのもたらすであろう

収入＝時価を基準とすることになる。この場合、時価

は価値と同義であり「現在の価値」を意味する。一方、
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原価は「過去の価値」である。つまりこの場合の時価

は、「仮定」にもとづく価値概念（未実現概念）であり、

原価は事実に基づいた価値概念（実現概念）である。

なおこの場合の時価における「仮定」の種類として

は、売却を仮定するものつまり売却時価と、購買を仮

定するものつまり再調達時価に区別しうる。売却時価

については米国ではこれを実現可能価額といい、ドイ

ツでは売却時価と称している。一方、再調達時価につ

いては米国では取替原価とし、ドイツでは再調達時価

とするのである。よって、時価主義は、売却または購

買という「仮定」から、いつまでも開放されないので

あって、ここから時価主義は主観的であり、市場価格

が存在しない場合には恣意的でさえあるといわれるの

である。ここに、時価主義の主観主義、原価主義の客

観主義という図式が構成されるのである。

しかし、この図式は必ずしも常に合理性ある説明の

原理になりうるとは限らない。木村重義は、現行会計

つまり原価主義と、その対立的位置にある時価主義に

おける資産価値、つまり資産評価のあり方についてつ

ぎのように説明している。

ものの価値は、経済的な意味をもつ価値の場合を含

んで、ある主体にとっての価値であることの認識がま

ず必要で、この事実を無視してはどのような価値論も

成立しない。種々の財貨に対する市場価格は市場機構

をつうじて、多くの経済主体の価値判断による行為の

結果として生ずる。その市場に直接・間接に参加し影

響を与える経営のその財貨に対する主体的評価は、市

場価格とは深い関連はあっても区別されるべきであっ

て、したがって市場価格を成立させる市場評価の結果

である価値を「客観的価値」、それをもたらす市場参加

者各個の主体的評価における価値判断の基礎を「主観

的価値」と呼ぶことができるとするのである。

会計上の評価を客観的価値を表現する価額、すなわ

ち市場価格あるいは時価ですることも可能である。し

かし財務会計の現行制度は評価を主観的価値について

行っているので、会計がいづれの価値を原理的である

として資産評価、同時に損益計算をするかによって、

時価主義会計と原価主義会計とに区別しうるのである。

時価主義会計は客観的価値会計であり、原価主義会計

は主観的価値会計である。＜時価主義会計は客観的評

価額を資産について用いるのに対して原価主義会計は

主観的評価を用いるという対照的差異が存するのであ

るが、どうしてそのように原価主義と主観的評価が結

合されるかの理解については、一つの会計原理を必要

とする…主観的評価はともかくも、各評価主体の立場

からする各資産の評価であって、経営あるいは実体が

異なるにしたがって各別の評価がなされることにおい

て個別的であると同時に、資産の種類によって個別的

に評価されることが見られるので、その価値観におい

て二重の意味で個別価値説によるのである。時価主義

会計は、すべての経営所有の資産を、経営についても

資産種類についても、同一の評価時におけるかぎり共

通に、その資産の時価によって評価するのである。こ

れに対し、原価主義・主観主義における評価は、論理

的必然性においても、実務において事実見られるとこ

ろでも、二重に個別的である。＞（９）とされ、個別価値

の観念については、ジモンの「個人的主観価値説」を

紹介されている。

では前記、谷端説における時価主義の主観性と原価

主義の客観性という場合と、木村説における主観性・

客観性は、それぞれどのような意味上の相違があるの

であろうか。谷端説における客観性とは、資産評価に

おける収支事実に基づいた、しかもその評価手法の具

体的一貫性という面からのものであろう。一方、木村

説による客観性とは、価値そのものに対する意味づけ

からもたらされたものであって、両者はその視点を異

にしているにすぎないのである。

時価主義について、これまで原理的に、原価主義と

の対比において考察してきたのであるが、そのいずれ

についても確定的な定義が定着しているわけではない。

しかしながら、当面、原価主義会計の特徴を資産と費

用の原価評価（支出額による測定）を原則とする会計
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の体系であり、対比的に時価主義会計を資産と費用ま

たはそのいずれかについて時価評価をおこなう体系と

位置づけることができるであろう。

このような意味からすると、学説史上、資産と費用

の両者の時価評価を行う時価主義会計としては、シュ

ミット（F.Schmidt）の有機的貸借対照表論と、英国に

おけるカレント・コスト会計（最終的な費用評価は原

価）があげられる。また費用の時価評価のみの時価主

義会計としては、ドイツの実態資本維持説をあげるこ

とができるし、資産の時価評価のみの時価主義会計と

しては、チェンバース（R.J.Chambers）の提唱した売却

時価会計をあげることができる。

森田哲彌は、これまでの各種時価主義学説をふまえ、

いわゆる近年の「時価主義会計」とよばれる国際的に

普及してきた会計基準についてつぎのような認識をさ

れている。＜それが原価主義と本質的に異なる会計の

体系であるかどうかは、なお疑問である。…時価を広

く適用する近年の会計基準の特徴は、金融商品の時価

評価による評価益の計上に求められ、固定資産は正常

な状態にある限り原価評価である。このような金融商

品の評価益の計上は、証券市場の発達や各種のヘッジ

手段の開発によって評価益の確実性と資金的裏付けが

保証されるようになったためと解釈できる。そうであ

れば、それは時価主義会計というより原価主義会計の

枠内での展開と解するのが適当と思われる。＞（10）。ま

さしく、このような見解が妥当であると思われるので

ある。

以上のごとく、時価主義の定義は各種見られるとし

て、木村重義は時価主義会計をつぎのように定義して

いる。＜時価主義会計とは、すべての取引について、

資産の価額を購入市場価格の金額で記録する会計であ

る。＞（11）。つづいて、制度としての時価主義会計の骨

子についてつぎのように提案されている。＜…現行会

計が分配可能利益算定を主目的とし、その目的のため

使用される資料が示しうるかぎり、ついでに経営状況

を表示するという副目的を、たぶんに不満足ながら、

果しているというのに対して、時価主義会計は、分配

可能利益算定の目的には不適当であるが、経営成績・

財政状態表示のためには、いっそう適切であると考え

るのである。…経営状況についての公共情報の提供と

いう機能の会計は制度として行わなければならないの

で、その「提案される方法」は、制度の改変としての

時価主義会計を意味する。他方分配可能利益の算定と

いう機能もなくすことはできないので、２つの異なる

システムの会計がならんで行われなければならないこ

とになる。つまり、原価主義・時価主義が制度的に行

われることを要する…やがて現在の原価主義と時価主

義とのそれぞれの観念も廃れるかもしれない。この観

念的区別は制度的原価主義会計の時代には必要である。

なお付言するのが必要かと思われることは、公表財務

諸表としては、現行の原価主義によるものを時価主義

財務諸表と並列させる多欄式などは筆者の念頭にはな

い。分配可能利益については、その年度確定額の一金

額だけが公表されればよいので、経営状況についての

財務諸表報告は時価主義によるもの一本でよい。…＞（12）。

４　IFRS導入の課題
野口晃弘は、現代における制度会計の役割と題し、

昭和24年に企業会計原則が設定・公表されて以来半世紀

を経たわが国企業会計制度が、欧州証券規制当局委員

会から米国基準およびカナダ基準とともに、全体とし

て、国際財務報告基準と同等であると評価されるまで

に成熟してきたとして、ことに国際的会計基準統一の

動きとも関連させながらつぎのように述べている。＜

東京合意に基づき、わが国の会計基準を国際基準に合

わせる作業が、その後公表されたプロジェクト計画表

に従って、急ピッチで進められている。税務会計及び

中小企業会計には、当面、日本独特の扱いが残される

と思われるが、特に連結ベースの会計処理については、

国際基準の内容がそのまま日本基準となるレールが敷

かれた。このことは、制度会計の議論がもはや国内で

は完結せず、国際的な場で決着をつけなければならな

くなったことを意味している。…過去20年間は、会計基

準を国際的に一本化するという動きに対応するための
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国際会計戦略が必要とされていた時代であった。これ

からは、一本化された国際基準が目指す方向を左右す

るための長期的な展望に基づく新たな国際会計戦略が

求められている。＞（13）とされている。

つぎに考察されるべきは、国際会計基準についての

現状と今後の展開の方向であろう。IFRSの内容は進行

中であり、今後の展開が注目されるところではあるが、

辻山栄子は、現状における世界の会計思考の対立関係

をつぎのように説明している。貸借対照表に関する現

行の世界的な考え方としては、経営者の意図重視・金

融商品に限定された時価会計（混合測定モデル）・ゴ

ーイングコンサーン（継続企業）を、また損益計算書

については、フロー重視（純利益）であるに対し、

IASBの基本思考としては、貸借対照表については全面

時価（外形）重視・事業用資産を含む全面時価会計・

清算価値重視、損益計算書についてはストック重視

（包括利益）を挙げられている。なお時価とは何かにつ

いても、出口＝売却時価か、入口＝購入時価かについ

て、議論がわかれているとされている。

その上で、IFRS導入の理論的課題の一つとして、「大

恐慌の教訓」をあげられ、時価会計をめぐっては、1933

年と1934年に制定された米国証券法と証券取引所法に基

づく会計規制は大恐慌の教訓を生かしたものであると

し、＜IASBとFASBがこの間に続けてきた会計革命の

試みは、我々が大恐慌から学んだ教訓を無にしてしま

う可能性がある。IFRS導入に当たっては、この点に十

分留意する必要がある。…現在我々が使用している会

計モデルは、大恐慌を教訓としたフローないしは取引

に基づく会計モデルに、一部金融商品に関する時価評

価損益の業績算入を加味した、混合属性型モデルとい

われる会計モデルである。そしてこのモデルは、現在

のところ日本ばかりではなく、欧米を含む全世界で広

く共通して用いられている。＞（14）と述べられている。

特に、後半部分の現状認識については、すでにふれた

森田哲彌の認識と同様である（引用文献10参照）。

周知のとおり、資本市場が整備され企業活動の中で

の金融活動の比重がますにつれ、企業が保有する金融

資産の値上がり・値下がりについて利益報告すべきで

あるという批判によって、貸借対照表上の金融商品を

時価評価し、その時価評価差額を損益に算入する制度

が取り入れられてきた。そこで大きく注目されてきた

のが「公正価値会計」である。ここでいう「公正価値」

とは、いわば「時価」と同義であると解釈できるが、

この公正価値の概念については、基準セッターや論者

間で概念上かなりの混乱を生じていることも事実であ

る。

古賀智敏は、この公正価値の概念的混乱のいくつか

の側面を論じ、＜市場参加者が経営者と同一レベルの

知識・情報を持つとすれば、市場価値（客観価値）と

使用価値（主観価値）とは等しくなるが、多くの金融

資産・負債については、不完全・不完備市場がより現

実的シナリオである。この場合には、経営能力といっ

た何らかの無形的な特性を考慮した将来キャッシュ・

フローの見積額の現在価値計算に依存せざるを得ず、

「主観的公正価値＝使用価値」にこそ公正価値概念の本

質が求められる。＞（15）として、市場価値（客観価値）

は用い得ないことを主張するのである。

また高尾裕二は、＜経済社会において会計が果たす

と期待される目的なり機能には相対立する二つの基本

的な考え方があるとされている。情報提供機能と利害

調整機能である。前者の情報提供機能とは、投資者の

意思決定に有用な情報を提供する会計情報の働きをい

い、後者の利害調整機能とは企業を巡るステールホル

ダー間の相対立する経済的利害の調整に資する会計情

報（ないし会計数値）の働きをいう。＞（16）とされ、つ

いで現状について、＜会計基準設定機関によって会計

情報が果たすべき（主たる）機能は情報提供機能と位

置づけられ、その大道の下で情報提供機能とコンシス

テントとみなされる会計基準が順次産み出されて行く。

とはいえ、情報提供機能が妥当とする会社属性といえ

る株式上場企業は、規模や経済への影響を別にすれば

その数はごく僅かである。さらにたとえ上場企業であ

っても剰余金の配当を含むステークフォルダーとの利

害の調整や課税・規制の問題が存在する。会計情報は
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これら二つの役割を同時に果たすことが依然として期

待されているのである。＞（17）と主張される。そして現

在、最も関心を集めている会計学上の論点として無形

資産会計と保守主義をあげられ説明された後、＜現在、

注目されている会計上のこれら二つの論点の基底には、

いうまでもなく情報提供機能か利害調整機能かの対立

が存在し、基本機能レベルからみれば、これら二つの

論点は基本機能の代理戦争ならぬ代理論争にすぎない

ともいえる。＞（18）とされ、いわば会計情報の二重性を

論じられていると思われるのである。そして最後に、

いま会計研究に望まれることと題して、＜…財務報告

の目的は確かに会計基準の輪郭を決定するファンダメ

ンタルな主エンジンである。かりに情報提供機能（利

害関係機能）→将来指向（過去・現在指向）→意思決

定関連性（信頼性）→資産・負債アプローチ（収益・

費用アプローチ）→公正価値評価（原価評価）→包括

利益・キャッシュフロー重視（実現利益・利益重視）

といった単純化された一連の連鎖を受け入れるとすれ

ば、財務報告における二つの観点は、個々の会計基準

の内容を規定する主エンジンともなる。本稿で取り上

げた保守主義に加えて、信頼性、「利益の質」などへの

関心の高まりは過度に情報提供機能が強調されること

への（学会からの）懸念の一つの表明と理解すること

もできる。…＞（19）とされ、会計情報の基本的機能にま

でさかのぼって議論することが今、会計研究に求めら

れていると結ばれている。

これら議論を通じ、まず疑問に思われるのは、多く

ある会計書籍の中で、機能論・目的論が明確にしかも

十分に取り上げられていないのは何故であるか、また

会計に係る議論が、説明の議論か、規範論なのかの俊

別がなければならないと思われる点である。著者は、

前述の情報提供機能と時価主義とを、利害調整機能と

原価主義とを抱き合わせて理解しているのであるが、

それはまた前者を規範と見なし、後者を実在と見なす

のであって、国際会計基準が求めるのは規範論として

の時価主義であるとしても、会計実務として可能な会

計体系でなければ無意味である。その意味では、前述

の「主観的公正価値＝使用価値」のごとき実行可能な

範囲内での時価主義体制をとるとともに、実在の会計

が果たしている利害調整機能つまりは「分配可能利益」

の算定という、いわば原価主義会計における中心的目

的をその体系内に包含することによって、一つの抽象

論ではなく実現性ある会計システムが構築されるであ

ろう。なおキャッシュ・フロー計算書は、その際経営

状況報告の機能を十分補佐するに値すると思える。

その、実現するであろう会計システムが、時価主義・

原価主義いずれの性格ともつけ難い、これまでとは異

質な観念のものとして存在することも考えられるので

ある。
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の基本機能」『企業会計』中央経済社、第60巻、第４号、

４頁、2008年。なお木村重義は、ここでの情報提供機能

を「経営状況の報告機能」、利害調整機能を「分配可能

利益の算定機能」とし、原価会計においては分配可能利

益の算定が主目的であり、経営状況の報告は副次的のも

のであるとしている（前掲、会計学総論、24頁）。

17 同上稿、６頁。

18 同上稿、８頁。

19 同上稿、10頁。

参考文献

・金子宏・加古宜士・齋藤静樹監修『会計全書（会計法規編）

平成20年度』中央経済社、2008年。

・桜井久勝『財務諸表分析（第３版）』中央経済社、2007年。

・森田哲彌『価格変動会計論』国元書房、1979年。

・斉藤静樹『資産再評価の研究』東京大学出版会、1984年。

・福井義高『会計測定の再評価』中央経済社、2008年。

・FASB Discussion Memorandum, Present Value ―Based

Measurements in accounting, Financial Accounting

Standards Board,1990,（財）企業財務制度研究会訳『現在

価値…キャッシュフ ローを用いた会計測定』中央経済社、

1999年。

・企業会計基準委員会編著『企業会計基準　完全詳解』税務

経理協会、2008年。

・International Accounting Standards Board, International

Financ ia l  Report ing Standards（IFRSs）2007 ,

including International Accounting Standards（IASs）and

interpretation as at 1 Ｊanuary 2007, 企業基準委員会訳監

修『国際会計基準委員会　国際財務報告基準（IFRSs）

2007』レクシスネクシス・ジャパン、2008年。


